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はじめに

当防災会が、昭和5 8年9月にぶ立、翌5 9年1月2 3日国分き市と「防災まちづくり推進

地区協定」を締結、平成元年に「泉町三丁目地区防災計画書」を策定し、「災害に強い、安全・

安心なまちづくり」事業を今日まで進めてまいりました。

昭和5 9年3月と昭和61年8月にアンケート調査が行なわれ「災害に負けない市民、安全で住み

良いまちを築く」を目的とした地区防災け画が平成元年4月に作成されました。

平成2 5年度に国の災害対策基本法が改正され、市の平成2 7年度7月修正「地域防災け画」と

自治会.防災会の「地区防災計画(地区本部)」が連携することで、地域防災力を向上させる目的

として時代にあった備え(防災訓練)・減災を発展させる。

「地区本部」における災害時の体制、監災発生時の行動、地区災害時待避所、在宅避難など、さら

に充実した体制を8自治会・管理組合で進めたいと考えております。

1.地区防災計画改定について

地区本部の設置と災害時行動マニュアルと災害時行動(安否確認等)をまとめる。

・平成28年度から事業計画にて運用と訓練を発災から避難まで時系列を想定して行う

・引き続き平成29̃31年度事業計画に地区防災計画検討委員会を開催

(地区防災計画委員会は毎月第3水曜日に開催し1月16日で第38回目)

・各自治会・管理組合による、防災訓練を通して、地区本部、安否確認

(わが家は大丈夫！黄色タオル・黄色い収集袋作戦)、消火訓練、避難など

防災と減災に取り組む)

・災害発生時のときに、防災協力者は地区本部・自治会*管理組合の各役員・班長を

支援‘協力することが'できる。

(会則、令和元年5月14日に一部改定にて、防災協力者を追加承認を行う)

.地区防災計画の取組み経過と今後の対応
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面積0.163km2 (全市面積11.460km2) 標高80m

世帯数:1,698人口:3, 100防災会加入数891世帯52.47%
(1戸建263戸、中高層住宅628戸)2018/6/1時点

第3号地区泉町三丁目1984(昭和5の年1月23日協定
地区防災計画を策定(平成28年度から平成30年度)
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平常レキt図体制
8自冶会等と世帝数

1親和会 130

2西自治会 100

3さつき会 33

(16. 一t�7、長月会m合併)

4史跡通り住宅(普)

5いずみ自治会

6若葉自治会

7レガ住宅(菅)

8J R社宅自治会

帯数合計

299

112

75

127

15

891

(1斤廷て2口[、ヤ高層f土宅628 F)

市民防災推進委員
48名

平成 3 0 年度

泉町三T目地区連合自治防災 �
33:

定期綠会
5月第2火曜日

愁務部会

毎月1回第4木曜B

101名

I&Bsa 48名

自�写役直5.1名

役員会月1回開催(第2火曜日19:30̃)
(各自治会長等-市民防災推進委員)

(会長、:J£5-き務局モ、会サ、ざまお'ぐは、括ボ委寅ぶりしづ山
ほガ2年、答ぼきら長等はばだ1キのI会長)

}rs��i"
防災だ課 I

国分寺消防著 I

西w出強所 I
L民生.児堂要員ジ

i

専門部
部長.創部長は自冶会
長-理事長等が柏3.
部員は推進委員.

r

1.

2 9年度会計收入

会費(1世�問3 0 0円)
2 7 0, 6oo円

賛助会費I.1U1 OOOFi)
222. 000円

雑旧入
33. 3 OOH

合サ年問収入決算

b2 b. 9 o o円

前年度ほ越
211.ワ9 7円

收入合。十

7 3 7.19フ円

地塚の友好団体
消防団第分団・社会お征協箋合・むさし商

與会・地域の主な企業等’レしkくPA狙会

交通安全協会泉町支部-第四小・四中学校PTA

いすみ児窒館.ネ窒保育所’あ人クゾフ’友愛会
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災害時行マニュアル
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治s・管ヨ„ a 役まI

わが家は大丈夫！黄色いタオル・黄色い収集袋
作戦を各役員・挑長にて実施

防災協力者による支援を行ラ
会員の安否確認、被害状況等の把握に努め地区

本部に連絡(役員、班昌を活用)
要配慮者・負傷者がいる場合、防災会救護部と近隣

の方の協力で救出・手当にあたる
防災会登録の災害時要配慮者宅へ行き安否確認・

救護救出

地区災害時待期所に、自治会・管理組合は

対策本部や災害本部等を立ち上げを行ラ

発災直後から避難までの行動フロ一の時系列每
に対応

地ョ防災計画w定 羅 鍵
ホロ

平常時制から災害時制へ

1,市総合防災訓錬(7/22 1 0特～11時30分)の時に地区
本部を立ち上げ

各炎害時待避所11力所に旗を揭げて安否確認’通報訓錬・

非常食配布、参加者29ア名(前年度は173名)、185世帯、
9,000食

2.物資配給訓錬(2/24～2510時～12時)を地区本部立ち
上Iず、参カロ者296名(66O/0)、 450世帯、サホート31名

3. 「わが家は大丈夫！黄色い夕オル’黄色い収集袋作戦」を

推進
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災直後から避難までの行フローの時系列

時間軸 災害の初動期は刻々と状況が変化するのに対応

3分

～5分

本人と家族

の身

安全確保

10分̃30分

救助体制の確保

地区災害時待避

所

建物の下敷き者

を助け14分ど内

埼̶部◎訟ば

3時間

危険な人の発

見・救出

地区本まぐのほ

徵■まき

3B

地区本部での安

否・被害状況の

確認終了が目標

ねださ72時闇

参考

3週間復旧作業

ライフライン回

復3ケ月

仮設入居



安否確認の方法

わが家は大丈夫！黄色いタオル'黄色い収集袋作戦

「うちの̶@【主±$g ! J ̶色レ、タオフレ-ggし、mg@イ乍ゆ

大1也ボのホ、茅レいる家カミわ(をち匪困だったらはフねなとのかぼが'なし1状ミ兄だったら)-

英色しベタオソレ(大き<目☆つS色し、■没集袋4。 - )も玄「'先(LgBレずて<だごし1,

ご；丘,哺さんに[ろちの城カミは大ズ夫！」とモDsせる目印Cナ,

!

「まをし、タオンレ・まをし、リ又$A40ぶ」をぜぼしよラ >.».»

¦だキ,し、タズJレ」s.ia 「ぜ色し, 1¦又ホな4りe」Iユ・と‘̶でり)-がでもボ{品口』1ホである()K i

大さ<ロロつ焚をしu旧を◎々o e &用ミレてくにさい。

.0レおちりとしてモ色いタズゾレを入れてくたさしん

自ミ台を.ぎぼ糸且さのささんは

策@し、タオンレ在

玄関をに出す

ぜ

r:

向こう3$モぼ隙に

岸を力、ける y:
災ぎeきぽ双p斤にをえ

ほせ-ゆぽぺ幸Rぎする

-』

L - ...

sys.

ヨ

..'

0

. 一pぽては、ドア、里Mを受け, 門ぼなど

.マンラヨンは.トア、ベコンヴぽへ

タトカ、らせぐすし、所にタオゾレ・ggホねを

出す

メダ
策gいタオゾレ1ホぽげるgぼは.

�ら @ぼ5ほを目安に■

; 、ン (ホのサイレンをめしてシロる)

役◎ - i旺sの人がmEホ資Fへ

報glch<。

霞-細
メルレ・,&_, -ソ

�『
定gg的に訓ぼを6ラ

黄色いタオル・黄色い収集袋を掲げよう

「̶@し、タオリレ・�あし、パ又̶◎」をぼtずよi

玄ゆホヘのほげガ、た

#ホ¦こゾレ̶̶リレ¦ホをりません。

自ちのをぼホのHM犬にさ才つ‘せて_ pgwlLii卜しナ7こり、里3ぽまもナ¦こ¦'ュさんたりして-タトカ、ら見

ド3ボiしね、！ブたo.- g3ぽをIブレ
はさんだり

� ,̃

�� T̃ ・>-一; ・

a ・ - «;a

Vt.S��S�-m

,きグ,

'ぶ、■にmじて-ひ6をキなし\クなナたり_ ,卷を@せるふうししてゼくなど-カロェをしてくだと

寅&し、タオjレ-̶@し〉m,gカヌをgモ蚕二S&スビ�‘ドアツフ"!
,-'・ 、ズ"・-.. ----- " --・・・・

筑をし、タオゾレのg9'旧Jlま-口すぴをサど-でおこtcつモをぼ；で-をスピ トアツプ’ナることごす。

貝もし、タオノレ

があると

!夕’

M@し、タオJレ,̃"rm

�み
Tセ-i�a, I 力1‘

��-

黄色し\タオソレカi'A3ると, し、ちし、ち-ドンターホンをギPしたり-ドア葱nロレ\たりしな<てん-

タトガ、ら一Bし'ぼ$とわガ、り-すぐ,こ：久'のと‘ _ろ,しボをぽ言.3¦ニセド[ます。

ちしち目6n力ぐイ可ちねスん、コたら, キガ、らホさ力\'あるまでぼモカ、とラノJ、力Sわね、りません。3°

Tこ-ルg力iなし、サ場を- 一〇さ9勺にぼホ,ししてし、るだ'ナなの力、-すタサカi',セ、ぜな'i犬,ぼで俊Jれでし、

るの力、やJぽでさよせん。

災きぽモぽ、3日ぼはモのままほげておきましよう

g)-gさなどての安をぼ。ゼサJ.-,まぼガ・gサカぐし、ビなと'のム-_めのサだをぽ.ななど, すべての

災swgglしよつこ, す'、この安をモ径S3にど*スくらし\ひ.サ「ぶわ1‘力、力、-3力、ォ〕力、りませんのご、

3日も3考呈ぼ¦まモのまま,8[ナておキましよ;>.



戸でぜ

ムFてぬ
2=r̃'レ

象龍しましよう!!

賛色いタズルg賛色い収集袋をタトかち

見てねかりホすい場所に目印とし’て、

■ださひ。��
わが家は、大丈夫！！です。

g月1ョ(日)8時～9時3 0分(,,を斯；

縱：泉可二丁目のs自治会-各管ぼ合⑦ぜ(全ほ酌。

sa 8時菊災サイレンの合2で安否な@を亜ホ,

sswsg.ioss

①寅色いタガレ-g色レ\B袋を外から見えるg所に掲げる。

8:00- ��ボ±&30ぴ■します。)

・SSR' �がg0をまgしを照のを否確ほ■ 一ggに冗スしせ。

9;00̃ (�に@mをレてくださレ, )

S&R. �ぼ目印を確gに後、会長.埋累長に雜告し‘

9ュ0までに地区ホ�各̶を蛋確g - _ggを提出します'

泉町二丁目地区連合良治防災会

巧
5心 saw か口ししよラ
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�iK».H »

市のほ合防災訳練で、 通 こつXて

9巧1B(8}はB�縄のsです-ちの雄�B�Mに絶区★m雄爾しれ。
々目のり�ゆ' awgは, ザにA)g6l、タパル・ ggDり*�ぼ象

�iすのて'ごgセモ6gL.レ�-

«a

J ヌ・-w三丁口防炎�安g�(g色tめパ'ル・,色レ�♦g)についで

日味：201M��)年agl日(日)サイレM口 s:00…9:30 (�w中わ

場». *»ws «,w» <.B*»*B«« tt ‘
炎�ザ�モ12あ補に途&粉滅て待��ゾサプワ�口》�"-シツマ'.

bg1:なイレンな白gレ主F(じ莉でggいタパル-gちいぐ8gmが

里える填拓にg磁ナ■プて�ばる■ s:oo～ _て■ブ
改BX�Bと30にpgしは�. (5ぬ 1� ….-

b廣ユ：�‘$塞はs�wに雄8>ば̃8.50 w &u ゾ―,
g⑦のmt 0:00から̃宵にggレ�t■

g�空�ge , 一�に�gじ fi« -雄寧獲に雄をレち�̃,

と雜自レてくださも、, '・"-&*.<! 0

̃。,3。gB*Bではg■【レよる�wぼRgモとめて. mRBmセン9 gなる.

6:C0̃9:30 炎gg裕�ポの安�■m�R7し宏す.

明B�どg6�災>��と糖SR炎ねンタ冗の,

なホなw�げm昧&'廣�爽じンタヘ・&ぼ～

s.'sssfwa mg�とを教6, /・̶f St 30

sg窒供ルgB�巧ぬ双ど, ftm<E£<C>)U38.tt£:t)WI(V<»-=»�…io力0

¥ボ■教�g�めH�» - was»レ>gDて.坊齢■̶ん�.ュロ30'\-

0s羅k��きたと3に�ぴ�mm敦るホラ
.A.'� WB�!>h*tt£S(»i!U«l»*5I

p � ～ ルン
■■■■■■ き�ま �:ホボ�l ジで�i

スタ�‘卜(リーダーお夫める)3K :$» ¦ひ¦ �0X8 Sf� il/u<-0

i"

!

:i 3入1ぼで、̶モ【こぼゥてレ、ます
-ぼでテ̶̶ブルのアにもぐり
卜のホまポぼ'」

地ほぽをのさぼ'
じさのう

バニ〕̶'r�-'i?

f'ら

ご6'

ぐ
r'T

ぜだ ジ
ンE<しヒa な

応�ぜ譲

揺れがおさまつたら
「★モガスモはをぼめる! j
家がにぽぼするぽ合
「■双プ�̶力をほる' J

'・I >7-l.'l"i-lsi'-l t:tftltiW
'""・"-'E7"�-effee;

\i

ま■�へ'ま票だ～! I j
るfシ̃ゾレm.き

c.

ボ取
1C ・??-

ぜ

煙がぽ ぎせをほ<ぽを
吸ねなし\がをを！ハンカチなど#春#

1.

消★ボでぽぼミ肖み!
1 1 Qポほ幸艮!

キ- 0ごきり・ヨさ巾

負おぎをぽ出

-x-c

QQC

戲

/"

バイスタンダ̶によ‘, Sモ

#ぢ畳品ざお雲■雲-*gぽmi
態き昆祭
んで

を, -@
ゴール(.ゆア〉.！ !

ズ

\---

°-'»==- _

,' sチ ムの訪は漆おアまroキぬぜぼボポンブ」

によるぼホ部ぱ深、ハ-ケツ■J�̶»

炊-さボし‘'ルす凍「ずし\とん1をねべてをルの

‘一ぶ¦ぼをぼァ！ !

・ソてイスタンタ～cs v Stancfor) Iモの！お1しぽさねせた方

み
:シモ

'̶̃̃̃Ch_%

I
"モ



キ進委員が活に参加でるか
推進委員が活動に参加できるかのアンケートについて集計グラフ

回答なし

55%

アンケート回収率

ぶ漆'
バ,R;;ば̶-3

ボ■■
■

t離�
■ま■

夕♦♦♦♦♦♦やs�◎ポ
1まほまザ

回答あり
45

%

①活動参加できる人は何人いるか。

参加でき

ない34% .

ボ德■
織氣

まほ■
‘づ♦テ+4ぼま殺德
:なななボま.さ

お双為焚毅
が9♦♦ぐ-3
けホ令ホ令4
>☆が♦,3
れ♦♦れぐぢ
キタタぐ♦.をを‘., 0」

、4ぐ☆♦か'・'

s

参加でき

る

63%

②参加できないが協力できる人は何人いま

すか。

③連絡ができますか。

協力できな

1�14% &tt
だ >9t,

ド,

»?d

幾
‘を,

漆8�
�き

's

協力できる

86%

でぎない

14% {

%'
s 族'▲

&療

ぼ
寮

・*>?

�畿

回答なし

10%

できる

SNS等

76%

令後の対応と課題について

地区バ計画の取1み, ±過とム
/の、応

今後のラ題

・ 8自治会・管理組合*社宅の温度差が
有るので調整・改善の必要

平成28年度から事業計画にて運用と訓

練夢_考災から避難まで時系列を想定し.地区内の連携企業.団体.商店など
て行う

弓Iき続き平成29̃31年度事業計画に地

区防災計画検討委員会を開催

(地区防災計画委員会は每月第3水曜日
に開催し1月16日で第38回目)

各自1治会・管理組合による、防災訓練
を通して、地区本部、安否確認(わが家
は大丈夫！黄色タオル・黄色い収集袋作

戦)、消火訓練、避難など防災と滅災
に取り組む

との訓練の模索

各個人の対応は、東京防災にて把握

して責ラが近所での助け合いは、組

織的に行なう

高齢化の対策として、防災協力者

IT化(SNS等)の対応による支援体制

在宅避難の対策

地区防災センター(第四の避難所運営
など、協議会の設置検討
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防災計画害(要旨・実施項目のみ全文。見直し計画について)

後世に誇れる安全で快適なまちづくりに向けて

第1章計画の目的と位置付け。

いつでち.どこでち起こるM=7.2から震度5強以上

(1)ョナ画の目的 災害に負けない市民、安全で住み良いまちを築く。
(2)計画の位霞付け 防災まちづくりの羅針盤

第2章計画の構成 計画と進め方の概

計画の柱モの1�家庭の防災対策を充美しよう(家族会議:家庭内防災計画)
モの2̶̶私たち相互の協力で応急活動を行なおう(応急活動計画)
その3�災害が起きない街をつくろう(減災：防災街づくり針画)
その4�安全で快適な住まい方を身につけよう(集合住宅防災せ画)
その5̶̶防災への関心を高め、意識を高めよう(防災意識啓蒙け画)

第3章家庭内の防災対策を充実しよう。(自助)
自分自身の命を守る家族の命を守る。安全ソーンの意識

①家具の転倒防止対策の研究�ま具の転倒防止策について研究し、随時普及を図ります。

②防災訓I練の開催�防災別練、講習会などは、年1回以上定期的に行います。

③防災だより、バンフレットによる啓蒙�家庭内防災の普及、啓蒙は防災会が発むする
防災だよりやバンフレットなどによってむいます。

④防災用品の紹介防災会は各種防災用品や防災必要品など、家庭内防災に有用な物品

について、随時案内や入手の便宣を図ります。

⑤普及活動の要望への対応�防災会は会員の要望に応じて、可能な限り家庭防災の

普及に努めます。

第4章私たち相互の協力で応急活動を推進しよう。(自助.近所)
近助(向こう三軒両隣のつながり)

4-1情報伝達・避難行動計画

在宅避難訓練自宅での被災生活

①防災活動のために、「地区本部」の設置�災害時は多喜蓮公会堂に設置し、本部に災害時情報を集中
する体制を整備します。地区本部.自を会・管理組合は「泉取丁目防災会災害時行動マニュアル」
に基づいて、む動をむう。災害発生時の行動は「災害発生」の流れに従て行動を行う。
②避難訓練、応急活動訓練の実施�定期的に避難’応急活動JI錬を行ない、情報の収集伝達や避難方
の周知徹底を図ります。

③災害時待避所の設置�災害時待避所は関係者の協力のもとに、多喜窒公会堂を含めて地区内に

11力所没置する。その他追加も検ぼします。

災害時の情報収集・伝達のち再検ぱ



4-2火を出さない、消火する。(自助.近所)
①防災だより、パンフレツト等による啓蒙一防火対策に関する普及や害蒙は防災会が発そ〒するニュース

八aンフレツトにより行います。

②初期消火訓練の実施初期消火訓練は年1回(秋)定期的に行います。訓練にあたっては、

每年テーマを設定するなど内容の充実に努めます。

③家庭用消火器の定期共同購入家庭用消火器の詰め替え、共同購入は年1回定期的に行ないます。

④街頭消火器の定期点検街頭消火器の点検は1回定期的にむいます。また点検により改善

の必要があると認められたちのについては、随時市に改善を要請します。

なお、点検活動にあたっては、各自治会の協力を得るなど、内容の充実に努めます。

、⑤非常時の心構えの検討と普及�初期消火活動や組織的な消火活動について、住民の心構えや情報連絡

など内容を検口=才し、普及します。

⑥街頭消火器・消火栓設置場所の広報- -非常時に迅速な防災活動が行なえるよう日頃から街頭

消火器や消火栓の設置場所について地図等活用して住民に広報します。

4-3お互いの協力、助け合い。(近所.共助)
相互援護計画

①医療従事者や経験者への協力の依頼�医療従事者や経験者は災害時協力依頼をむなうとともに協力者

名薄を作成します。

②備蓄資機材の整備と使い方の習得災害の発生に備えて、日頃から備蓄資機材の整備.充実に努めます

ホた、Iめwちの惟しなごILおいし、災告時IL週て力な〉古勤の、Cさウよつ、かだんり、じ便い力寺ダ君侍しよ

す。

③備蓄資機材の点検�日頃から備蓄資機材を点検し、適宣更新します。

④災害時の情報連絡網の確立�災害時の情報連絡網の確立するとともに、物資の配給方法を検討し整

備します。

⑤災害時給水容器の貸し出し災害時、行政による給水活動が行なわれる際には、備蓄倉庫に備えてあ

る

給水用容器を貸し出します。

⑥その他の活動の検討� 「第8章今後の進め方」について今後検なを進めます。

⑦ニュース等による啓蒙活動�急救護および物資備蓄に関する啓蒙活動は、防災会が発bするニュー

ス等により行います。

4-4相互援助計画(1人暮らし老人.寝たきり老人.災害援護計画)

災害時配慮者、避難行動要支援者(安否確認の行動マニュアル)
, ①要介護者の把握アンケートなどにより、定期的に1人暮らし老人や寝たきり老人等、要介護者を

把握するよう努めます。

②「ホ間会」の美施担当者が年数回「。=ち間会」をむない、交流と埋解を深めるとともに、必要な介

護の内容を把握するよう努めます。

③隣援助体制づくリ�要介護者には、市民防災推進委員からなる押当者を定め、近隣援助体制づくり

を行います。

⑤護資機材の整備̶̶タンカー等介護資機材の整備を図ります。



第5章災害が起きない衛をつくろう。(共助.公助)

5-1街の点検と街づくりの啓蒙(防災マップ)

①街の定期点検と点検地図の作成�年1回、街の巡回点検を行なうとともに、「点検地図」を作成して

防災街づくりの資料とします。また、点検の結果指摘された危険箇所や問題点は環境部会で対策を検討
し、防災会に提起します。

②防災まちづくりの啓蒙̶̶危険箇所の改善方法の紹介や防災街づくりの啓蒙活動は、防災会ニュース
を用いて随時行います。

③街づくり学習の実施�街づくりの学習会や検ぼ会は、市や専門家などの協力を得て適宣行います。

5-2重量塀の改善

①良好な塀の事例紹介一防災上及び環境上良好な塀や生垣等の事例を収集すると共に、適宣防災

ニュースを通じて啓蒙を図ります。

②危険塀改善方法の啓蒙危険塀の改善方法について検討し、防災会ニュースを通じて啓蒙を図りま
す。

③公共性の高い通りの安全化�府中街道、駅前通りなど公共性の高い通りについて、フェンス・生け垣

を推進します。

④重量塀の推奨基準の検ぽ�安全及び環境を考慮した重量塀の推奨基準を検討します。

5-3転倒.落下危険物等の改善の計画

①定期点検の実施�年1回、定期的に街の巡回点検を行なし\自動販売機や看板等転倒.落下危険物の

美態を把握し、広報する。

②改善要請��を険箇所については改善薄法を検ぜし、防災会を通じて所有者や管理者へ改善の申し入れ

を行なラ。

③看板の基準づくり�看板の大きさ、かたち、色、設置方法など防災及び藻境を考慮した基準づくりを

検ぱする。その際東京都屋外広告物条例を参考にする。

5-4家屋相互の近接対策

①淫蒙活動�家屋相互の近接に伴つて生じる問題や影響などについて検q_才するとともに、その対策につ

いて、防災会ニュースを通じて適宣啓蒙を図ります。

②家づくり推奨基準の検討�防災上及び環境上の視点から泉町二 丁目にふさわしい家づくりの推奨基準
を検討します。

5-5道路の改善違法駐車.違法駐輸対策

①定期巡回点検の美施年1回、街の巡回点検をbない、地区内道路に関する問題点を把握します。

②改善の申し入れ�防災あるし\は環境上問題となる道路の使しX方に関しては、防災会を通じて関係者

に改善の申し入れをむいます。

③広報と菩蒙一防災会ニュースにより、地区内道路の問題点や改善応法について適宜広報や啓蒙を行な

④「みちの養化デー」�3ケ月に一度、「みちの奏化デー」を設け、国分寺市の協力を得て、道路の清

掃や放置自転車の撒去など行ないます。



5-6綠.オーブンスペースの保全と確保.計画

①綠の実態把握一定期的に地区内の綠。オーブンスペースの実態について把握し広報します。

②緑の管埋に関する学習会の開催一緑や公園などの管理や使し\方などについて、適宣学習会を

開催し、今後のあり方を検討します。

③綠.オープンスペースの確保�定規模以上の開発に関しては、適宣市及び関係者の協力を得て、

地区の美情に応じた綠やオープンスペースを確保します。

5-7街なみのルールづくり街づくり計画

①住まい方学習会の定期開催都市での家づくりや住まい方に関する字習会を市及び関係者⑦協力

を得て定期的に開催し、安全で快適な街づ<りに関する意識を深めます。

②街並みのルールづくり一街の既存の問題点や今後予想される問題点について検ばを深め、「地区

計画」や「建築協定」など具体的に合意できるちのから早急に街なみのルールとして確立するよう

努めます。

泉町三丁目の主要な課題としては以下のちのが考えられます。

①道路、②塀、③建物(用途、階数、近接問題)-④看板

第6章安全で快適な住まい方を身につけよう,

集合往宅防災計画(自宅の耐震化)
被災生活中の健康管理

(自助.滅災)

①集合住宅間の情報交換等�大規模集合住宅がもつ共通の課題に対して、協力して対処していくため

に、「連絡協議会(仮称)」を設けて、情報交換や研究などを進めます。

②家庭内対策の推進各家庭(住戸)内での防火対策は、管理組合等が指導的に防災講習会や防災訓練

などにより、客蒙と普及を図ります。

③防災会、自治会等との連携一特に、被災後の生活維持や生活再建など地域との協力が必要とされる

項については、防災会や地域の自治会等とその内容を協議します。

第7章防災ぺの関心を高め、意識を高めよラ。

防災意識啓蒙計画(自助.近所)

①防災ニュースの定期発行と防災知識の普及等�防災ニュースを月1回定期的に発行し、防災に関する

情報、知識の普及と技術の習得に努める。

②人の集まる機会の積極的活用ーー自治会主催の行事や地区内居住者が集まる機会を積極的に活用し

て、防災知識の普及と意識高揚元お行なラ。

第8章今後の進め方(自助.近所.共助.公助.減災)
①本計画は自治会員の意識調査や、まちの実態旧直を踏まえて、防災委員会が検討立案し、自治会等で

決定されたものです。したがつて、泉町二丁目地区内に生活する住民が現時点で至達した総意とみること

ができます。



②各論においる実施項目などでは、検ゴの足りない個所も多々ありますが、本Sナ画を実らせて行くため

には、会員皆さんの積才湿的な協力が必要です。

③本ホ画は美施方法や具体的スケジュール、資金計画など、いわば実施計画についてはふれておらず、7衷

町二丁目における防災まちづくりの指針を示した「基本計画」です。

④したがつて、今後の活動の進展状況やまちの変化などに応じて、本計画を充実させていくと同時に、今

まで以上に体制を確立してョナ画内容の実現に向けて努力していくことが必要です。

⑤こうしたことから、次の点を留意して防災まちづくりの推進を図ります。

(1)進め方の方針

①防災会は本計画の具体化を図る部分、自治会等との調整を行なラ部分などについて検せを行なしン内容

の充美と実施に向けての条件づくりを図る。

②防災会は、必要に応じて市及び関係機関と協力し、あるいは要請を行ない、計画の実現を図る。

(2)推進体制と進め方

①防災会は自治会等の協力、調整を行ない、防災まちづくりを推進する。

dp- ̶ rj ̶ \s.
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(最新改正2 019 (令和元)年5月14日)

泉町三丁目地連合自治災会



泉町三丁目地区連合自治防災会会則

第1章総則

(名称)

第1条このらは、泉町三丁目地区連ら自治防災会(以下会とし\う。)と称する。

(目的)

第2条会は、国分寺市のめざず防災都市づ<りを基本目標として、地域住民と市が

協力し、泉町三丁目地区自治防災対策に関ずる必要な事項を定め、ちって災害に

強し\安全で安心なまちづ<り、ならびに地域の連帯防災意識と自主防災体制の強

化を園ること目的とずる。

(事務所)

第3条会の事務所は会長宅に置<。

第2章事業

(事業)

第4条会は、第2条の目的を達成ずるため、次の事業を行ラ。

(1)防災に関ずる知識の普及・啓蒙に関すること。

(2)防災訓練の実施に関ずること。

(3)自主防災活動の充実強化に関すること。

(4)災害時要配慮者に対ずる支援活動に関すること。

(5)環境改善に関すること。

(6)別表に渇ける関係■体との交流・協働・支援に関すること。

(7)その他防災活動に必要な事項に関すること。

第3章組織

(組織)

第5条会は、泉町三丁目の次の自治会および管理組合(以下自治会等とし\う。)を

ちって構成ずる。

(1)親和会自治ら (5)さつき会

(2)西自治会 (6) J R社宅自治会

(3)若葉自治会 (7)西■分寺史跡通り住宅管理組合

(4)いずみ自冶会 (8)西■分寺レガ管理組合

(賛助会員・防災協力者)

第6条

(1)会の事業に賛同し、援助、協力を行う個人および■体を賛助；員とすることが

できる。

(2)会の事業に賛同し、援助、協力を行う個人を防災協力者とすることができる。

(1)



第4章役員

(役員)

第7条会に次の役員を置<。

(1)会長 1名

(2)訓会長 10名

(3)事務局長 1名

(4)会計 2名

(5)監事 2名 �
(6)市民防災推進委員

2s前項の副会長10名のうち2名は市民防災推進委員から、8名は第5榮に掲げ
る自治会等の推薦ずる者から選出ずる。

3.役員の任期中に欠員が生じた場合、役員会で後任を還出ずる。

(任期)

第8条会の役員の任期は次のとおりとずる、但し再任は妨げない。
(1)会長、副会長(市民防災推進委員)、事務局長、会計、監事
(2)その他の役員

2年

1年

(職務)

第9条役員の職務は次のとおりとずる。

CD会長は会を代表し、会務を総括ずる。

(2)副会長はら長を補佐し、会長に事故あるときは、任期2年の副会長のうち会
長が指名した副会長がその任務を代行ずる。

(3)事務局長は各専門部と常じ連絡を密にして、らの総括的事務処理にあたる。
(4)会計は会の収入支出に関する事務および財産を管理する。
(5)市民防災推進委員は、市および関係機関との連絡を密にして、協力地区じお

ける市民防災の任にあたる。

(6)監事は会計事務および財産の管理状況を監査ずる。

け目談役)

第1o条会じ相談役を麗<ことがでさる。相談役は役員会の議を経て、会長がこれ
を委嘱する。相談役は、会運営上重要事項について、ら長の諮問に廠じる。

(専門部)

第11条会に専門部を置き、それぞれの職務を分担ずる。
(1)総務部

会の全般的な運営と事務勉理および災害時における地区本部運営。
(2)環境改善部

地区の環境を防災的観点から見直し、危勝個所の点検と防災環境の改善。
(3)情報連絡部

市および関係機関との連絡、防災情報の収集、情報交換ならびに伝達。
(4)防災対策部

(2)



日常の防災管理の徹底と住民の自主防災体制の強化。

(5)救出救護部

災害時における生命財産の保護と救出救護および廠急手当。

2役員はしXずれかの部会に属し、部会の部長、副部長は会長が指名ずる。

第5章会議

(会議)

第12条会の会議は総会、臨時総会および役員会とし、会長がこれを招妻する。

2総会は役員、および自治会等の役員をちって構成し、定数の3分の2以上の出席

をちって成立する。

3役員会は第ア条の役員をちって構成ずる。

4総会は毎事業年度終了後より2ケ月以内に開催し、次の事業を決議する。

(1)予算案および事業計画案

(2)役員の違出

(3)会則・細則等の変更

(4)会費の変更

(5)その他会長が必要と認める事項

5総会に前年度事業報告、決算、会計監査報告を行ろ。

6会議は、役員会および総会の過半数の同意をちって決定ずる。 �

7総会および臨時総会において討議決定された内容については、全会員に周知する

8会長は、会運営上必要ある場合は、臨時総会および役員会を招集ずることが出来

る。

第6章会計

(会計年度)

第13条会の会計年度は、每年4月1日より翌3月31日までとする。

(経費)

第14条らの運営に必要な経費は、自岩ら等の会費およひ賛助を費の会費、その他

富付金等をちって充てる。

第ア章雑則

(災害発生時の対廠)

第15榮災害が発生した場合、さは「■分寺市地域防災計画」じ基づき、地区本部

を速やかに設霞して対応を講じる。

2地区本部・自治会・管理組らは「泉町三丁目防災ら災害時む動マニュアル」Iこ

基づいて、行動を行う。

3災害発生時のときは、防災協力者は地区本部・自治会・管理組らの各役員♦班長

を支援・協力ずることが出来る。日頃の防災会の各b事に参加することが出来る。

(3)



(細則)

第16条会則に定めるちのの他、らの業務の執行に必要な事項については、細則で
定めることができる。

別表第4条第6号

■分寺消防署

■分寺市消防団第三分■

交通安全協会泉町支部

むさし商興会

市立第四中学校・ PTA

市立いずみ児童館・泉町学童保竜所

■分寺市民防災推進委員会

市立第四小学校・ PTA

老人クラブ友愛会

にしこぐ防犯会

附則この会則は、 昭和5 8年9月

昭和5 9年4月

昭和6 0年5月

昭和6 2年5月

平成元年5月

平成2年5月

平成3年5月

平成4年5月

平成13年5月

平成14年5月

平成16年5月

平成24年5月

平成28年5月

令和元年5月

1 Bから施行ずる。

1日一部改正

8日一部改正

1 3日一部改正

9日一部改正

SB一部改正

1 4Q一部改正

1 2日一部改正

8B一部改正

1 4日一部改正

1 1日一部改正

8E一部改正

1 2 B一部改正

14日一部改正

(4)




